
弁理士 佐伯裕子

知的財産権概論 第４回
特許における「発明」とは？

２０１３年１０月２３日
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審 査

みなし取下

拒絶理由通知

拒絶査定

意見書・補正書
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１年６月
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審 判 拒絶審決

特許出願から特許権まで

（拒絶理由有）

（拒絶理由無）

（方式審査）

知財高裁・最高裁



① 特許法上の発明である（§２）
産業上利用できる発明である（§２９柱）

② 発明の単一性

③ 新規性

④ 進歩性

⑤ 先の出願がない (先願主義)

⑥ 明細書の記載要件に不備がない

特許を受けられる発明の条件



発見 発明創作

天然鉱石

野山の草花

自然現象

自然法則

発明と発見

分離・精製

培養・抽出

化学合成

品種改良

微生物

遺伝子

天然抽出物

化学物質

品種改良植物

人の手が加わること



発見から特許的価値のある発明へ
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発見から特許的価値のある発明へ
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あ
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発
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化合物Ａ

mRNA増加

レセプターX

リガンド解明

レセプター機能解明

化合物A公知医薬用途
メカニズム解明

スクリーニング
方法発明

化合物Ａ
新規医薬用途

細胞

機能未知

新規性無



発明のカテゴリーと発明の種類

発

明

物の発明

方法の
発明

物を生産する方
法の発明

物の生産を伴わ
ない方法の発明

製品（物品、装置、機械）

組成物（接着剤、塗料）

化学物質（化合物、天然物）

微生物、形質転換体

プログラム

食品、化粧品の製造方法

化学物質の合成方法

遺伝子形質転換方法

植物の育種方法

害虫の駆除方法

食品保存方法


